
ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対策 

（クリスマス期における制限措置の一部緩和（訂正）） 

 

 ２０２０年１２月１７日 

在ギリシャ日本国大使館 

 

１２月１５日、ギリシャ政府が発表したクリスマス休暇中における制限措置の一部緩

和につき、同日、当館から同措置の概要につきましてお知らせさせていただきました

が、一部日付に誤りがありましたので訂正させていただきます。 

 

■訂正前 

１ １２月２４日（木）、１２月２５日（金）、１月１日（金）、１月６日（水）の４日

のみ、２家族、９人までの人数で集まることを許可する。 

 

■訂正後 

１ １２月２４日（木）、１２月２５日（金）、１２月３１日（木）、１月１日（金）の

４日間のみ、２家族、９人までの人数で集まることを許可する。 

 

 

■訂正後の記事全文 

  

 １２月１５日、ギリシャ政府がクリスマス休暇中における制限措置の一部緩和につ

き官報で発表しましたので、同措置の概要につきまして、お知らせいたします。 

 

１ １２月２４日（木）、１２月２５日（金）、１２月３１日（木）、１月１日（金）の

４日のみ、２家族、９人までの人数で集まることを許可する。 

※ＳＭＳなどによる外出申告の際に選択する番号は「６番」とのことです。 

 

２ １２月２０日（日）、２７日（日）、以下の業種について、午前７時から午後９時

までの間の日曜日営業を認める（営業を希望する店舗のみ）。 

（１）食料品店（スーパーマーケット、パン屋、肉屋等） 

（２）美容院、理髪店 

 

３ 教会では１２月２５日（金）、１月１日（金）、１月６日（水）の３日のみ、一度

に２５人までの礼拝を可とする。規模の大きな教会については一度に５０人までの礼

拝を可とする。 

 

 クリスマス期における他の制限措置につきましては、昨日の当館からのお知らせ

（下記リンク）をご参照ください。 

 



https://www.gr.emb-japan.go.jp/files/100125897.pdf 
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